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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、古物営業法（昭和24年法律第 108号。以下「法」という。）、古物営業法

施行規則（平成７年国家公安委員会規則第10号。以下「規則」という。）及び行商従業者証等

の様式の承認に関する規程（平成７年国家公安委員会告示第７号。以下「告示」という。）に

基づく事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

第２章 古物営業

（古物営業の許可）

第２条 規則第１条の３第２項の規定により経由した主たる営業所（営業所のない者にあっては

、住所又は居所をいう。以下同じ。）又は古物市場（以下「営業所等」という。）の所在地の

所轄警察署長（以下「主たる営業所等所轄署長」という。）は、法第５条第１項の規定により

許可申請書の提出を受けた場合は、次の事項を調査し、許可しても支障がないと認めたときは

、許可証を作成し、申請者に交付しなければならない。この場合において、主たる営業所等所

轄署長は、警察庁情報管理システムによる古物営業管理業務（以下「古物システム」という。

）に許可証番号、許可年月日等所要の事項を速やかに登録した上で、登録データを出力し、出

力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

(1) 申請者は、法第４条各号のいずれかに該当していないか。

(2) 規則第１条の３第１項に規定する許可申請書には、法第５条第１項各号に規定する事項が

記載され、かつ、その内容が事実と相違ないか。

(3) 申請者は、法第９条の規定に違反するおそれはないか。

(4) 営業所又は古物市場ごとに選任される管理者は、法第13条第２項各号のいずれかに該当し

ていないか。

(5) 許可申請書には、規則第１条の３第３項及び第４項に規定する書類が添付されているか。

(6) その他必要な事項

２ 主たる営業所等所轄署長は、前項の規定による調査をした結果、不許可とすべき理由がある

と認めるとき又は許可することに疑義が生じたときは、その理由及び意見を許可・認定申請進

達書（別記様式第１号。以下「進達書」という。）に記載し、当該進達書に許可申請書の写し

を添付して、警察本部長（以下「本部長」という。）に進達（生活安全企画課長経由。以下同

じ。）するものとする。



３ 生活安全企画課長は、前項の規定による進達に係る申請について許可があったときは、許可

証を作成し、当該申請について進達した主たる営業所等所轄署長に送付するものとする。

４ 前項の規定により許可証の送付を受けた主たる営業所等所轄署長は、当該許可証を申請者に

交付しなければならない。

５ 主たる営業所等所轄署長は、許可した古物営業に係る営業の方法が、法第５条第１項第６号

に規定する方法を用いるものであるときは、速やかに、その旨を本部長に報告（生活安全企画

課長経由。第23条を除き、以下同じ。）するものとする。

６ 生活安全企画課長は、第３項の許可（法第５条第１項第６号に規定する方法に係るものに限

る。）があったとき又は前項の報告を受けたときは、遅滞なく、古物商の氏名又は名称、送信

元識別符号及び許可証の番号を京都府公安委員会（以下「公安委員会」という。）のホームペ

ージに掲載するものとする。

（許可証の交付）

第３条 主たる営業所等所轄署長は、前条第１項又は第４項の規定により許可証を交付するとき

は、古物営業許可証番号簿（別記様式第２号）に許可証番号、許可年月日等所要の事項を記入

するとともに、古物営業許可証等交付簿（別記様式第３号。以下「交付簿」という。）に交付

年月日等所要の事項を記入し、申請者に署名等を求めるものとする。

（不許可通知書の交付）

第４条 生活安全企画課長は、第２条第２項の規定による進達に係る申請が不許可とされたとき

は、その理由を付した不許可通知書（別記様式第４号）を作成し、当該申請について進達した

主たる営業所等所轄署長に送付するものとする。

２ 前項の規定により不許可通知書の送付を受けた主たる営業所等所轄署長は、当該不許可通知

書を申請者に交付しなければならない。この場合において、主たる営業所等所轄署長は、交付

簿に交付年月日等所要の事項を記入し、申請者に署名等を求めるものとする。

（許可証の再交付）

第５条 主たる営業所等所轄署長は、規則第４条第１項の規定により再交付申請書の提出を受け

た場合は、古物システムにより許可状況を照会して確認するほか、亡失又は滅失による場合は

その事実を調査し、再交付しても支障がないと認めたときは、許可証を作成し、申請者に交付

するものとする。この場合において、主たる営業所等所轄署長は、交付簿に所要の事項を記入

し、申請者に署名等を求めるとともに、古物システムに再交付の内容を速やかに登録し、出力

資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

（許可等の通知）

第６条 主たる営業所等以外の営業所又は古物市場（以下「その他の営業所等」という。）の所

在地の所轄警察署長（以下「その他の営業所等所轄署長」という。）は、古物システムにより

、法第３条の許可又は法第５条第４項の許可証の再交付に係る通報を受けた場合は、通報され

たデータを出力した上で、出力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

（許可証の書換え）

第７条 主たる営業所等所轄署長は、規則第５条第９項の規定により書換申請書及び許可証の提

出を受けたときは、古物システムにより許可状況を照会して確認し、当該許可証の該当欄を書

き換え、又は抹消し、異動事項欄及び異動年月日欄に所要の事項を記入し、印欄に整理用公印

を押印し、当該許可証を申請者に返還するものとする。この場合において、主たる営業所等所



轄署長は、交付簿に所要の事項を記入し、申請者に署名等を求めるとともに、古物システムに

書換えの内容を速やかに登録し、出力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

（変更届出書の受理）

第８条 主たる営業所等所轄署長は、法第７条第１項の規定により届出書の提出を受けた場合は

、次の事項を確認し、受理しても支障がないと認めたときは、古物システムに変更予定年月日

、変更事項等所要の事項を変更の日の前日までに登録し、出力資料の保管その他必要な処理を

行うものとする。

(1) 規則第５条第２項に規定する変更届出書には、規則第５条第１項に規定する事項が記載さ

れ、かつ、その内容が事実と相違ないか。

(2) 規則第５条第３項に規定する期日以内に変更届出書が提出されているか。

(3) 変更届出書には、規則第５条第７項に規定する書類が添付されているか。

(4) 古物システムによる許可状況の照会等において、自署での受理が可能かどうか。

２ 主たる営業所等所轄署長は、法第７条第２項の規定により届出書の提出を受けた場合は、次

の事項を確認し、受理しても支障がないと認めたときは、古物システムに変更年月日、変更事

項等所要の事項を速やかに登録し、出力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

(1) 規則第５条第５項に規定する変更届出書には、規則第５条第４項に規定する事項が記載さ

れ、かつ、その内容が事実と相違ないか。

(2) 規則第５条第６項に規定する期日以内に変更届出書が提出されているか。

(3) 変更届出書には、規則第５条第７項に規定する書類が添付されているか。

(4) 古物システムによる許可状況の照会等において、自署での受理が可能かどうか。

３ 主たる営業所等所轄署長は、前項の届出のうち、法人の役員の異動の届出又は管理者の変更

の届出については、新たに役員又は管理者に就任する者について、次の事項を調査するものと

する。

(1) 法人の役員については、当該役員が法第４条第１号から第８号までのいずれかに該当して

いないか。

(2) 管理者については、当該管理者が法第13条第２項各号のいずれかに該当していないか。

４ 前３項の規定は、法第７条第３項の規定によりその他の営業所等所轄署長が届出書の提出を

受けた場合について準用する。

５ 第２項又は第４項の場合において、届出事項が法第５条第１項第６号に規定する事項である

ときは、届出を受けた署長は、速やかに、その旨を本部長に報告するものとする。

６ 生活安全企画課長は、前項の報告を受けた場合において、公安委員会のホームページに掲載

されているときは、速やかに、ホームページに掲載された内容の補正その他必要な処理を行う

ものとする。

（変更の届出の通知）

第９条 その他の営業所等所轄署長（前条第４項に規定する場合にあっては、主たる営業所等所

轄署長）は、古物システムにより法第７条第１項又は第２項に規定する変更の届出に係る通報

を受けた場合は、通報されたデータを出力した上で、出力資料の保管その他必要な処理を行う

ものとする。

（変更後の規約の受理）

第10条 主たる営業所等所轄署長は、規則第６条の規定により古物市場の変更後の規約の提出を



受けた場合は、古物システムに登録されている許可状況等を確認し、かつ、当該規約の記載事

項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることその他所定の要件に適合していること

を確認の上、支障がないと認めたときは、それを受理し、自署において当該規約を保管するも

のとする。この場合において、主たる古物市場以外の古物市場があるときは、その他の営業所

等所轄署長に当該規約の写しを送付するものとする。

２ 前項後段の場合において、他の都道府県の管轄内に当該古物市場があるときは、生活安全企

画課長を経由して送付するものとする。

３ 前２項の規定は、当該規約を受理した警察署長がその他の営業所等所轄署長である場合につ

いて準用する。この場合において、「当該規約を」とあるのは「当該規約の写しを」と、「主

たる古物市場以外の古物市場があるときは、その他の営業所等所轄署長に当該規約の写し」と

あるのは「主たる営業所等所轄署長に当該規約」と読み替えるものとする。

（返納理由書の受理）

第11条 主たる営業所等所轄署長は、法第８条第１項又は第３項の規定により許可証の返納を受

けた場合及び規則第７条後段の規定により返納理由書の提出を受けた場合は、古物システムに

登録されている許可状況を照会し、自署での受理の可否等を確認した上で受理するものとする

。この場合において、主たる営業所等所轄署長は、古物システムに返納年月日、返納理由等所

要の事項を登録した上で、登録データを出力し、出力資料の保管その他必要な処理を行うもの

とする。

２ その他の営業所等所轄署長は、古物システムにより許可証の返納に係る通報を受けた場合は

、通報されたデータを出力した上で、出力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

（競り売り届出書の受理）

第12条 規則第８条第１項に規定する所轄警察署長は、同項の規定により競り売り届出書の提出

を受けた場合は、古物システムに登録されている許可状況等を確認し、かつ、当該競り売り届

出書の記載事項に不備がないことその他所定の要件に適合していることを確認の上、支障がな

いと認めたときは、これを受理するものとする。この場合において、当該所轄警察署長は、古

物システムに競り売りをしようとする日時、場所等所要の事項を当該日の前日までに登録した

上で、登録データを出力し、出力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

２ 前項の規定は、規則第８条第３項の規定により、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の

所轄警察署長が競り売り届出書の提出を受けた場合について準用する。

３ 主たる営業所等所轄署長は、古物システムにより競り売りの届出に係る通報を受けた場合は

、通報されたデータを出力した上で、出力資料の保管その他必要な処理を行うものとする。

第13条 削除

（行商従業者証及び標識の承認）

第14条 生活安全企画課長は、告示第２条の規定により承認申請書の提出を受けた場合は、次の

事項を調査し、承認しても支障がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するとともに、

規則第12条第２項の規定により公示しなければならない。

(1) 承認申請書の記載事項に不備はないか。

(2) 申請者は、告示第１条に規定する要件を満たしているか。

(3) 承認申請書には、告示第２条各号に規定する書類が添付されているか。

(4) 申請に係る様式は、告示第３条及び第４条に規定する承認の基準に適合しているか。



（作成・交付事業の廃止の届出）

第15条 生活安全企画課長は、告示第６条第１項の規定により作成・交付事業を廃止した旨の届

出を受けたときは、その旨を各警察署長に通知するものとする。

（承認の取消し）

第16条 生活安全企画課長は、規則第12条第１項の規定により承認を受けた告示第１条に規定す

る一般社団法人等（以下「承認法人」という。）が、告示第７条各号のいずれかに該当すると

認める場合は、その理由及び意見を記載した上申書に疎明資料を添付して、本部長に上申しな

ければならない。

２ 生活安全企画課長は、前項の場合において、告示第７条の規定による承認の取消しの決定が

あったときは、規則第12条第２項の規定により公示するとともに、取消処分決定通知書（別記

様式第５号）を当該承認の取消しを受ける承認法人に交付しなければならない。この場合にお

いて、生活安全企画課長は、当該承認法人から受領書（別記様式第６号）を徴するものとする

。

（仮設店舗営業届出書の受理）

第16条の２ 第12条の規定は、規則第14条の２の規定により仮設店舗営業届出書の提出を受けた

場合について準用する。この場合において、「規則第８条第１項」とあるのは「規則第14条の

２」と、「競り売り届出書」とあるのは「仮設店舗営業届出書」と、「競り売りを」とあるの

は「仮設店舗の営業を」と読み替えるものとする。

（差止め）

第17条 警察署長（以下「署長」という。）は、古物商に対し法第21条の規定により古物の保管

を命じる場合は、保管命令書（別記様式第７号）を交付しなければならない。この場合におい

て、署長は、当該古物商から保管命令書受領書（別記様式第８号）を徴するものとする。

第３章 古物競りあっせん業

（古物競りあっせん業者営業開始届出書の受理）

第17条の２ 署長は、法第10条の２第１項の規定により古物競りあっせん業者営業開始届出書の

提出を受けたときは、当該届出書の記載事項に不備がないことその他所定の要件に適合してい

ることを確認の上、当該古物競りあっせん業者の登録に係る用紙（以下「登録用ファイル」と

いう。）に届出年月日、業者名等所要の事項を記入し、このデータを生活安全企画課長に送信

するものとする。この場合において、生活安全企画課長は、送信されたデータの内容を確認の

上、警察庁生活安全局生活安全企画課長（以下「警察庁生企課長」という。）にこれを送信す

るものとする。

２ 生活安全企画課長は、警察庁生企課長から当該古物競りあっせん業者の管理に係るデータの

送信を受けた場合は、前項の規定により送信した署長に当該データを送信するものとする。こ

の場合において、生活安全企画課長及び当該署長は、当該古物競りあっせん業者の営業が廃止

されるまでの間は、当該データを保管するものとする。

（古物競りあっせん業業務実施方法の認定）

第17条の３ 署長は、規則第19条の４第１項又は第19条の11第１項の規定により認定申請書の提

出を受けたときは、次の事項を調査し、同調査結果及び意見を進達書に記載した上、当該進達

書に認定申請書の写しを添付して、本部長に進達するものとする。

(1) 申請者は、規則第19条の５各号のいずれかに該当していないか。



(2) 認定申請書及び規則第19条の４第４項又は第19条の11第４項に規定する書類は、所定の事

項を具備し、かつ、その内容が事実と相違ないか。

２ 生活安全企画課長は、前項の規定による進達に係る申請について認定があったときは、その

旨を官報により公示するとともに、古物競りあっせん業認定台帳（別記様式第８号の３）に認

定番号、認定年月日等所要の事項を記入した上、認定通知書（別記様式第８号の４）を作成し

、当該申請について進達した署長に送付するものとする。この場合において、生活安全企画課

長は、登録用ファイルに認定申請日、認定番号等所要の事項を記入し、このデータを警察庁生

企課長に送信するものとする。

３ 前項前段の規定により認定通知書の送付を受けた署長は、当該認定通知書を申請者に交付し

なければならない。この場合において、署長は、交付簿に交付年月日等所要の事項を記入し、

申請者に署名等を求めるものとする。

４ 前条第２項の規定は、第２項の場合について準用する。この場合において、「前項の規定に

より送信した」とあるのは「第１項の規定により進達した」に読み替えるものとする。

（認定通知書の交付）

第17条の４ 署長は、前条第３項の規定により認定通知書を交付するときは、交付簿に交付年月

日等所要の事項を記入し、申請者に署名等を求めるものとする。

（不認定通知書の交付）

第17条の５ 生活安全企画課長は、第17条の３第１項の規定による進達に係る申請が不認定とさ

れたときは、その理由を付した不認定通知書（別記様式第８号の５）を作成し、当該申請につ

いて進達した署長に送付するものとする。

２ 前項の規定により不認定通知書の送付を受けた署長は、当該不認定通知書を申請者に交付し

なければならない。この場合において、署長は、交付簿に交付年月日等所要の事項を記入し、

申請者に署名等を求めるものとする。

（廃止又は変更の届出書の受理）

第17条の６ 署長は、法第10条の２第２項の規定により廃止又は変更の届出書の提出を受けた場

合は、次の事項を確認し、支障がないと認めたときは、これを受理するものとする。

(1) 規則第９条の３第２項に規定する廃止届出書又は変更届出書には、規則第９条の３第１項

に規定する事項が記載され、かつ、その内容が事実と相違ないか。

(2) 規則第９条の３第３項に規定する期日以内に廃止届出書又は変更届出書が提出されている

か。

(3) 規則第９条の３第４項の規定による変更届出書には、同項に規定する書類が添付されてい

るか。

(4) 規則第19条の９の規定による変更届出書には、規則第19条の４第４項第２号に掲げる書類

が添付されているか。

２ 署長は、規則第19条の９第２項の規定により変更の届出書の提出を受けた場合は、次の事項

を確認し、支障がないと認めたときは、これを受理するものとする。

(1) 規則第19条の９第３項に規定する業務実施方法変更届出書には、規則第19条の９第２項に

規定する事項が記載され、かつ、その内容が事実と相違ないか。

(2) 規則第19条の９第４項に規定する期日以内に業務実施方法変更届出書が提出されているか

。



(3) 業務実施方法変更届出書には、規則第19条の９第５項に規定する書類が添付されているか

。

３ 署長は、規則第19条の13第１項の規定により廃止又は変更の届出書の提出を受けた場合は、

次の事項を確認し、支障がないと認めたときは、これを受理するものとする。

(1) 規則第19条の13第２項に規定する廃止届出書又は変更届出書には、規則第19条の13第１項

各号に規定する事項が記載され、かつ、その内容が事実と相違ないか。

(2) 変更届出書には、規則第19条の13第４項に規定する書類が添付されているか。

４ 第17条の２の規定は、前３項の規定により署長が届出書の提出を受けた場合について準用す

る。

第４章 監督

（立入り等の実施）

第17条の７ 法第22条第１項の規定による立入り及び調査は、法の執行のために必要があると認

められる場合に実施するものとする。

２ 警察職員は、前項の立入り及び調査を実施したときは、速やかに、その結果を所属長に報告

しなければならない。

（行政処分の上申）

第18条 署長は、法第６条第１項若しくは第２項の規定による許可の取消し、規則第19条の10第

１項若しくは第19条の14第１項の規定による認定の取消し、法第23条の規定による指示又は法

第24条の規定による許可の取消し若しくは営業の停止を命じる必要があると認めるときは、行

政処分の上申手続について（昭和60．４. 25 :60京防第 520号）の例規通達に定めるところに

より本部長に上申（生活安全企画課長経由）しなければならない。

（処分通知）

第19条 生活安全企画課長は、法第６条第１項の規定による許可の取消し、規則第19条の10第１

項若しくは第19条の14第１項の規定による認定の取消し又は法第24条の規定による許可の取消

し若しくは営業の停止の決定があったときは処分決定通知書（別記様式第９号）を、法第23条

の規定による指示の決定があったときは指示書（別記様式第10号）をそれぞれ作成し、被処分

者の営業所等を管轄する署長（２以上の営業所又は２以上の古物市場に係るものであるときは

主たる営業所等所轄署長。以下この条において同じ。）に送付するものとする。

２ 前項の規定による処分決定通知書又は指示書の送付を受けた署長は、被処分者に対し、当該

処分決定通知書又は指示書を交付しなければならない。この場合において、署長は、当該被処

分者から受領書を徴するものとする。

３ 生活安全企画課長は、法第６条第２項の規定による許可の取消し又は規則第19条の10第１項

若しくは第19条の14第１項の規定による認定の取消しがあったときは、その旨を官報により公

示するものとする。

（他の都道府県公安委員会への通報）

第20条 生活安全企画課長は、法第27条第２項に規定する事案を認知したときは、その事案に係

る古物商又は古物市場主の主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会に対し、行政処分事

由該当事案及び行政処分違反事案通報書（別記様式第11号）により通報するものとする。

第５章 雑則

（返納許可証の廃棄）



第21条 主たる営業所等所轄署長は、第11条第１項の規定により返納を受けた許可証については

、焼却等の方法により確実に廃棄しなければならない。

（照会）

第22条 署長は、申請書又は届出書の受理等に当たって、必要があるときは、関係行政機関に照

会等するものとする。

（月報）

第23条 署長は、第２条第１項、第５条、第７条、第８条及び第11条から第17条の６までの規定

による処理をしたときは、その月分の処理に係る申請書又は届出書の受理件数を取りまとめて

翌月の５日までに、古物営業関係申請（届出）報告書（別記様式第12号）に当該申請書等の写

しを添えて、生活安全企画課長に報告しなければならない。

（送致事件等の報告）

第24条 所属長は、古物営業法違反被疑事件を送致（送付を含む。）したときは、速やかにその

状況を生活安全企画課長及び生活保安課長に報告しなければならない。

２ 所属長は、前項に定めるもののほか、古物商及び古物市場主に係る盗品等に関する事件その

他の事件を検挙したときは、前項に準じて報告しなければならない。

附 則

１ この訓令は、平成８年５月１日から施行する。



別記様式第１号（第２条、第17条の３関係）

年 月末日廃棄

許可・認定申請進達書

京都府警察本部長 殿 第 号

（生活安全企画課長） 年 月 日

印京都府 警察署長 □

古物営業（ ）許可

の申請について（進達）

古物競りあっせん業に係る認定

住 所
個人 年 月 日生

氏 名
申

名 称
請

所 在 地
法人

者 代表者の

住所及び

氏 名 年 月 日生

申請に係る 名称及び

営 業 所 等 所 在 地

警 察 署 長 の 意 見

法 第 ４ 条 に 規 定

す る 許 可 の 基 準

及 び 規 則 第 1 9 条

の ５ に 規 定 す る

認 定 の 欠 格 事 由

に 関 す る 事 項

参 考 事 項



別記様式第２号（第３条関係）

古物営業許可証番号簿
（ 年）

許 可 証 番 号 許可年月日 許可申請種別 申請者氏名・名称 備考

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・

古物商・古物市場主第 号 ・ ・



別記様式第３号（第３条－第５条、第７条、第17条の３、第17条の５関係）

( 年）古物営業許可証等交付簿

交付年月日 許可等種別 許可証等番号 申請者氏名 受領欄 取扱者 備考
整理
番号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号

・ ・ 第 号



別記様式第４号（第４条関係）

京都府公安委員会指令第 号

不 許 可 通 知 書

年 月 日

住 所

氏 名 殿

京都府公安委員会 印

年 月 日付けで申請のあった の許可

申請は、下記の理由により許可できないので通知します。

記

理由

教示）（

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内に、京都府公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることができなくなります 。。）

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

京都府を被告として（訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります ）。

京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して

１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります 。ただし、上記。）

１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決のあ

った日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります 。。）



別記様式第５号（第16条関係）

京都府公安委員会達第 号

取消処分決定通知書

年 月 日

所在地

法人名 殿

京都府公安委員会 印□

次の理由により、

行商従業者証の様式

標 識 の 様 式

の承認を取り消すことを決定したので通知します。

なお、取消処分の効力の発生は、本書到達の日の翌日からとします。

理 由

（教示）

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以

内に、京都府公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります 。。）

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、京

都府を被告として（訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります ）京都。

地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過

すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります 。ただし、上記１の審査請求を。）

した場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決のあった日の翌日から起算し

て１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります 。。）



別記様式第６号（第16条、第19条関係）

受 領 書

年 月 日付け京都府公安委員会達第 号の

書を確かに受け取りました。

年 月 日

京都府公安委員会 殿

受取人住所

氏名



別記様式第７号（第17条関係）

第 号

保 管 命 令 書

年 月 日

営業所所在地

営 業 所 名 称

氏名又は代表者

京都府 警察署長 印□

古物営業法（昭和24年法律第108号）第21条の規定により、下記のとおり物品の保管を命じ

ます。

記

年 月 日から

保管期間 （ 日間）

年 月 日まで

物 品 名

数 量

特 徴

理 由 盗品等であると疑うに足りる相当な理由があるため。

（教示）

、 、１ この処分に不服があるときは この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に

京都府公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査

請求をすることができなくなります 。。）

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、京都府

を被告として（訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります ）京都地方裁判所。

に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります 。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査。）

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを

提起することができます（なお、裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取

消しの訴えを提起することができなくなります 。。）



別記様式第８号（第17条関係）

保 管 命 令 書 受 領 書

年 月 日付け第 号の保管命令書を確かに受け取りました。

年 月 日

京都府 警察署長 殿

受取人住所

氏名



別記様式第８号の２ 削除



別記様式第８号の３（第17条の３関係）

( 年 )古物競りあっせん業認定台帳

認定 送信元識別符号 所 轄
番号 （ＵＲＬ） 警察署

認定年月日 届出年月日 氏名・名称 営業を示す名称 メールアドレス

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・



別記様式第８号の４（第17条の３関係）

第 号

認 定 通 知 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

年 月 日付けで申請のあった次の営業に係る業務の実施の方

法の認定については、古物営業法第2 1条の５第１項の規定により認定したので

通知する。

営業を示すものとして

使 用 す る 名 称

年 月 日

京都府公安委員会 印



別記様式第８号の５（第17条の５関係）

京都府公安委員会指令第 号

不 認 定 通 知 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

年 月 日付けで申請のあった次の営業に係る業務の実施の 方

法の認定については、次に理由により認定しないので通知する。

営業を示すものとして

使 用 す る 名 称

理由

年 月 日

京都府公安委員会 印

（教示）

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、京都府公安委員会に対し

て審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処

分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、京都府を被告として（訴訟におい

て京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります。）京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます

（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を

経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます

（なお、裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。



別記様式第９号（第19条関係）

京都府公安委員会達第 号

処分決定通知書

年 月 日

住所

氏名 殿

京都府公安委員会 印□

営業許可

次の理由により、あなたの を

認 定

取 り 消 す

年 月 日から 年 月 日まで 日間停止する

ことを決定したので通知します。

なお、取消処分の効力の発生は、本書到達の日の翌日からとします。

処分 に 係 る

営 業 所 等

営 業 の 種 別

理 由

（教示）

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、京都府公安委員会

に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、京都府を被告として（訴訟

において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります。）京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求を

した場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提

起することができなくなります。）。



別記様式第10号（第19条関係）
京都府公安委員会達第 号

指 示 書
年 月 日

住所

殿

京都府公安委員会 印

古物営業法（昭和24年法律第 108号）第23条の規定により、下記のとおり指示

します。

記

名 称指 示 に 係る

所 在 地営 業 所

氏 名

営 業 者
住 所（法人にあっ

ては代表者）
法人の名称

指 示 の 理 由

指 示 の 内 容

（教示）

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に、京都府公安委員会に対して審査請求をすることができ

ます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内

であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内に、京都府を被告として（訴訟において京都府を代表する者は、京

都府公安委員会となります。）京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起す

ることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１

の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます（なお、裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。



（ ）別記様式第11号 第20条関係（ ） その１

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

京都府公安委員会

行政処分事由該当事案及び行政処分違反事案通報書

古物営業法第27条第２項に規定する □ 行政処分事由に該当する □ 行政処分に違反す

る事案について、次のとおり通報する。

１ 法第５条第１項 (1) 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その

各号に掲げる事項 代表者の氏名

(2) 営業所又は古物市場の名称及び所在地

(3) 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家

公安委員会規則で定める区分

□ 美術品類 □ 衣類 □ 時計・宝飾品類

□ 自動車 □ 自動二輪車及び原動機付自転車

□ 自転車類 □ 写真機類 □ 事務機器類

□ 機械工具類 □ 道具類 □ 皮革・ゴム製品類

□ 書籍 □ 金券類

(4) 管理者の氏名及び住所

(5) 行商をする者であるかどうかの別

□ する □ しない

(6) 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲

覧に供する方法を用いるかどうかの別

（ ）□ 用いる 送信元識別符号：

□ 用いない

(7) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所



（ ）その２

２ 許可の種類 (1) □ 古物商 □ 古物市場主 (2) □ 個人 □ 法人

３ 許可年月日 年 月 日

４ 許可証番号

５ 当該違反行為を

し、又は当該処分に

違反した者に関する

事項

６ 当該違反行為を

し、又は当該処分 年 月 日

に違反した年月日

７ 当該違反行為又

は当該処分に違反し

た行為の内容

８ 添付書類の目録

９ 通報元担当者 京都府警察本部生活安全企画課 警電

職 名 氏 名

10 備考

注：記載欄が不足する場合は、行を挿入し、又は別紙を用いること。



別記様式第12号（第23条関係）

年 月末日廃棄

古物営業関係申請（届出）報告書

生活安全企画課長 殿 第 号

年 月 日

京都府 警察署長

古物営業関係申請（届出）の受理について（報告）

月中の申請（届出）受理件数について、下記のとおりであったから申請（届出）書の写

しを添付し報告する。

記

受 理 件 数
申 請 （ 届 出 ） の 種 類

（許可申請のみ許可件数）

古 物 商 件
許 可 申 請 書

古 物 市 場 主 件
（規則様式第１号）

再 交 付 申 請 書（規則様式第４号） 件

変 更 届 出 書 規則様式第５号 件( )

件書換えを同時に行う変更
書

変 更 届 出

件

書 換 申 請

書換えの伴わない変更（規則様式第６号）

返 納 理 由 書（規則様式第９号） 件

競り売り届出書（規則様式第10号又は第10号の２） 件

仮設店舗営業届出書（規則様式第14号の２） 件

件


